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再生可能エネルギー等導入推進基金事業計画書（全体計画書） 

（事業計画の概要） 

計画の名称 福岡県再生可能エネルギー等導入推進基金事業計画 
事業の実施期間 平成 25 年度～平成 27 年度 交付対象 福岡県、市町村、民間事業者 
各種計画への位置づけ、その名称等  
 
（１）福岡県総合計画（平成２４年３月策定：計画期間 平成２４年度～平成２８年度） 

  県が目指すべき姿を示すとともに、県政の各分野における施策の方向を示し、県の行政運営の指針となるものです。 
  「県民幸福度日本一の福岡県」を目指し、県民生活の「安定」「安全」「安心」を向上させるための、「１０の事項」の実現に取組んでいます。 
  「１０の事項」の中では、「災害や犯罪、事故がなく、安全で安心して暮らせること」、「環境と調和し、快適に暮らせること」を掲げ、災害に強いまちの構築

に向けて、東日本大震災における地震・津波災害や原子力災害の被害状況及び防災対策を検証し、福岡県地域防災計画の見直しを行いました。また、県内各地

域の特性を活かした再生可能エネルギーの導入・効率的なエネルギー利用を進め、環境にやさしく持続的発展が可能な社会の実現を目指しています。 
 ○「犯罪や災害、事故がなく、安全で安心して暮らせること」 

  【施策の方向】 

   ・避難を円滑に行うための防災訓練や避難所の点検を進めるとともに、市町村や自主防災組織等が連携した避難支援計画（個別計画）策定の支援を行い、

災害時に地域全体で避難支援ができる体制を構築します。 
   ・大規模災害発生時を想定し、「道の駅」を地域の防災拠点として位置づけ、非常時でも使用可能な電源設備（太陽光発電設備）や防災倉庫の整備など防災

機能の強化を進めます。 
 ○「環境と調和し、快適に暮らせること」 

  【施策の方向】 

   ・防災機能を有する県有施設において、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入を進めるとともに、エネルギーの効率的利用を推進します。 
   ・エネルギーの多様化・分散化を図るため、日射量や風量、水力、バイオマスの賦存状況など地域の特色を活かし、地域が一体となった「地産地消型」の

再生可能エネルギー利用モデルを市町村と連携して県内各地域において構築します。 
   ・防災の拠点となる市町村や民間の施設等において、再生可能エネルギーの導入を促進し、災害発生時に必要なエネルギーを確保します。 
  【施策目標】 

   ・再生可能エネルギー導入容量 
    現状値（Ｈ２２年度末）：２９９，６３０ｋＷ 

目標値（Ｈ２８年度 ）：５８０，０００ｋＷ 

 
（２）福岡県地域防災計画 

  地震や風水害等の災害に対し、県、市町村、公共機関（電気、ガス、鉄道等の公共的機関）等が実施する防災業務を総合的な大綱として定めたものです。 
  東日本大震災を踏まえ、平成２４年５月に福岡県地域防災計画（地震・津波対策編）を見直し、災害時の被害を最小化する「減災」の考え方を新たな基本方

針にしました。見直し後の計画では、「再生可能エネルギー等災害に強いエネルギーを防災拠点となる公共施設へ導入することにより、災害時でも最大限、機能
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維持ができよう努める」と新たに規定しました。 
  その一環として、大規模災害時を想定し、「道の駅」を地域の防災拠点として位置づけ、非常時でも使用可能な電源設備（太陽光発電設備）や防災倉庫を整備

するなど、防災機能の強化を進めています。 
 
（３）福岡県環境総合ビジョン［第三次福岡県環境総合基本計画］（平成２５年３月策定：計画期間 平成２５年度～平成２９年度） 
  県における環境に関する施策の基本的な方向性を示し、環境の面から総合的、計画的に県行政を推進するための施策大綱であり、県民、事業者、行政など、

すべての主体が環境に関し考え行動する際の指針となるものです。 
  県民生活の「安定」「安全」「安心」の向上を踏まえて、環境の視点から、７つの柱を設定しており、その第１の柱として「低炭素社会の構築」を掲げ、日常

生活や事業活動において、地域の特性を活かした再生可能エネルギーの活用、効率的なエネルギー利用等が進み、多様な低炭素型エネルギーが活用されている

社会を目指します。 
 
（４）福岡県地球温暖化対策推進計画（平成１８年３月策定：計画期間 平成１８年度～平成２４年度） 
  本県の地球温暖化対策を更に推進していくために、温室効果ガスの排出削減目標を定め、各主体の具体的な取組と県が総合的、計画的に実施する施策をとり

まとめたものです。 
  次期計画策定に向けた取組として、平成２４年７月に、新たな計画を策定するための専門委員会を設置し、改定作業を進めてきましたが、温室効果ガスの削

減目標設定に係る前提条件が揃っていないことから、福岡県環境審議会での審議を経て、計画期間を延長しています。次期計画については、国の動向を見なが

ら引き続き改定作業を行い、平成２５年度内に策定する予定です。 
  次期計画には、再生可能エネルギーの導入促進による温室効果ガス削減効果も盛り込み、エネルギーの効率的利用と併せ、需給両面から対策を推進していく

方針です。 
 
（５）福岡県エネルギー関連施策体系 

  本県では、庁内関係課で構成する「エネルギー施策庁内連絡調整会議」を設置し、施策展開における基本的な考え方を共有し、「多様なエネルギーを確保し効

率的に利用する社会の実現」をテーマに、毎年度「福岡県エネルギー関連施策体系」を構築し、エネルギー施策を総合的かつ戦略的に展開しています。 
  また、平成２５年２月に設置した「福岡県地域エネルギー政策研究会」において、分散型電源や高効率発電の普及、エネルギーの効率的利用の促進など、地

方の役割や取組みを幅広く研究し、研究会からの報告、提言を踏まえ、本県のエネルギー施策の充実を図っていくこととしています。 
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 （各種計画の相関図） 

 

１ 活力にあふれ成長力に富んだ経済と雇用の創出

２ 災害や犯罪、事故がなく、安全で安心して暮らせること
３ 高齢者や障害者が安心してはつらつと生活できること

４ 女性がいきいきと働き活躍できること

５ 安心して子育てができること

防災 環境

多様なエネルギーを確保し

効率的に利用する社会の実現

柱１ 多様なエネルギーの確保（再生可能エネルギーの導入）

柱２ エネルギーの効率的利用（省エネルギー・節電対策）

柱３ 地域における新たなエネルギー需給体制の構築

柱４ エネルギー産業の支援・育成

再生可能エネルギー

福岡県地域防災計画

・災害に対し、県、市町村、公共機関（電気、ガス、

鉄道等の公共的機関）等が実施する防災業務を総合的

な大綱として定めたもの

福岡県環境総合ビジョン

・環境の面から総合的、計画的に県行政を推進するた

めの施策大綱

福岡県地球温暖化対策推進計画

・福岡県環境総合ビジョンを推進するための個別計画

・地球温暖化対策推進法第２０条に定める地域推進計

画の要件を満たすもの

福岡県総合計画

６ 子ども・若者が夢を抱き、将来に向かってはばたけること

７ 誰もが元気で健康に暮らせること

８ 心のぬくもりと絆を実感できる社会であること

９ 環境と調和し、快適に暮らせること
10 豊かな文化を楽しみ、幅広い分野の国際交流を実感できること
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計画の概要 
〇現状分析 

 【平成２４年７月梅雨前線豪雨災害】 

本県では、平成２４年７月に２度にわたる豪雨によって、県内各地で甚大な被害が出ました。特に福岡県南部では矢部川と筑後川流域、山間部を中心に大き

な被害が出ており、うきは市などでは道路の寸断による孤立集落が発生、柳川市では矢部川や沖端川の堤防が決壊し市内の３５％が冠水するという被害に見舞

われました。また、八女市やうきは市では 3 日以上にわたり停電が発生しました。 
激甚災害指定：平成２４年６月８日から７月２３日までの間の豪雨及び暴風雨による災害（平成２４年８月３日政令第２０８号） 

局地激甚災害指定：指定なし 

災害救助法の適用：朝倉市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、うきは市、みやま市、八女郡広川町 ８市町 総人口 ６４３，９６２名 

人的被害：死者 ５名，負傷者 １６名 

住家被害：全壊７５棟，半壊４３３棟，一部損壊１２５棟,床上浸水：１，１３９棟，床下浸水４，９５５棟 

避難指示： ７市町  ６６，８３５世帯 １９２，２８６名 

避難勧告：１３市町村 ４２，８８３世帯 １２４，４１８名 

被害額：６７９億円（平成２４年１０月５日現在） 
 

被害額内訳（平成２４年１０月５日現在） 
被害項目 被害額 

道路施設 １３８億円 
河川施設 ２３０億円 
砂防施設 ２億円 
農業（農作物、農地・農業用施設等） １６２億円 
森林・林業（林道・林地等） ８７億円 
水産業（水産施設等） ７億円 
教育施設、文化財 ６億円 
商工 ３２億円 
その他（公用施設、公営住宅、上・下水道、公園等） １５億円 

合 計 ６７９億円 
 
 【地震】 

  本県には、小倉東断層など６つの活断層が存在しており、平成１７年３月には、警固断層帯の活動によるとされる「福岡西方沖地震（Ｍ７．０）が発生し、

福岡市や前原市（現：糸島市）では最大震度６弱を記録しました。 
 
 【原子力】 

  隣接する佐賀県には「玄海原子力発電所」が存在し、その３０ｋｍ圏内に本県も含まれることから、原子力災害時についても早急な対応が必要となっていま

す。 
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 【県内の防災拠点・避難施設】 

本県には、市町村（政令指定都市を除く）が管理する施設と合わせて、防災拠点や避難施設として位置づけている施設が２，４７９施設あり、その内訳は、

８５の自治体関係庁舎、３５の警察署、８６の消防署、１６の道の駅、２，２５７の指定避難所等となっています。福岡県や市町村独自の対策としてこれらの

施設に再生可能エネルギー等の導入を進めてきたところですが、現状では、これらの施設における再生可能エネルギーの導入は１９９施設、２，８２４ｋＷに

留まっているところです。 
 
 【再生可能エネルギー導入支援システムの公開】 

本県では、全国初となる「再生可能エネルギー導入支援システム」の公開や、ホームページでのメガソーラー事業候補地の情報提供、県有施設の屋根貸し、

再生可能エネルギー発電事業等の創出に向けた総合相談窓口の設置などによって、太陽光発電設備を中心とした再生可能エネルギーの普及が急速に進んでいま

す。この機をとらえ、本基金事業を活用して防災拠点への再生可能エネルギー等の導入を行うことで、地域全体の意識を更に高め、環境保全や地球温暖化防止

に対する取組を飛躍的に加速させていきます。 

 

 【再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査】 

本県における再生可能エネルギー導入のポテンシャルは、太陽光発電が有望であり（出典：平成２２年再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書、環

境省地球環境局地球温暖化対策課）、本基金においても、太陽光発電設備を中心に導入を推進することとしています。また、「再生可能エネルギー導入支援シス

テム」を活用し、対象施設周辺の日照時間や風速等の自然条件を参考にしながら、適切なエネルギー源や設備容量を算出します。 
 

 福岡県内の再生可能エネルギー導入ポテンシャル（平成２２年度再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査） 

 
導入ポテンシャル調査 既導入設備容量 

（既導入率） 設備容量 発電量 
非住宅用太陽光発電 ３７７．９５万ｋＷ ３３．０億ｋＷｈ／年 １．６万ｋＷ（０．４％） 

陸上風力発電 ６４   万ｋＷ １０．０億ｋＷｈ／年 １．７万ｋＷ（２．７％） 

小水力発電 

（河川部、農業用水路） 
１．９２万ｋＷ １．１億ｋＷｈ／年 

２．１万ｋＷ（１０９．４％） 

＜ダムを含む＞ 

地熱発電 ０．８０万ｋＷ ０．５億ｋＷｈ／年 ０．０万ｋＷ（０．０％） 

合計 ４４４．６７万ｋＷ ４４．６億ｋＷｈ／年  
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福岡県内の再生可能エネルギー設備容量 

種別 
22 年度末 平成 23（2010）年度末 

設備容量 設備容量（推計） 利用率 発電量（推計） 

太陽光発電 
住宅用 140,290ｋＷ 189,487ｋＷ 12％ 199.2 百万ｋＷｈ 

非住宅用 16,311ｋＷ 17,514ｋＷ 12％ 18.4 百万ｋＷｈ 

風力発電 17,290ｋＷ 17,313ｋＷ 20％ 30.3 百万ｋＷｈ 

水力発電 20,985ｋＷ 20,985ｋＷ 60％ 110.3 百万ｋＷｈ 

地熱発電 0ｋＷ 0ｋＷ  0.0 百万ｋＷｈ 

ﾊﾞｲｵﾏｽ発電 
ごみ発電・その他 

（ﾊﾞｲｵﾏｽ比率 59％） 
104,755ｋＷ 104,755ｋＷ 59.7％ 547.8 百万ｋＷｈ 

合 計 299,630ｋＷ 350,055ｋＷ  906.0 百万ｋＷｈ 

県内電力販売量（H23 年度実績値・32,214 百万ｋＷｈ）に対する割合 2.8％ 

 

 

 福岡県の温室効果ガス総排出量の推移（単位：万トン-ＣＯ２） 
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＜取組みの評価＞ 
 目標年度である平成２２年度の温室効果ガス

総排出量は、電力需要の伸びによる電力量の増加

分を火力発電で賄ったことによるＣＯ２排出係

数の悪化要因もあり、民生（家庭・業務）、運輸

部門の二酸化炭素排出量は削減目標に届いてい

ませんが、エネルギー使用量で見ると、平成２２

年度は家庭部門－９．２％、業務部門－１２．

４％、運輸部門－１０．１％の削減となっており、

目標に近い値まで削減しています。 



7 
 

 福岡県地球温暖化対策推進計画における温室効果ガスの削減目標 

 基準年度 目標年度 削減目標 

家庭部門 

平成１４年度 平成２２年度 

世帯当たりＣＯ２排出量を約１０％削減 

業務部門 単位床面積当たりＣＯ２排出量を約８％削減 

運輸部門 自動車１台当たりＣＯ２排出量を約１３％削減 

 

温室効果ガス削減目標の進捗状況 

 基準年度 平成 22 年度実績 削減目標（※） 

家庭部門 2,746kg-CO２/世帯/年（H14） 2,803kg-CO２/世帯/年 2.1％ 約-10％ 

業務部門 95.5 kg-CO２/㎡/年（H14） 94.5 kg-CO２/㎡/年 -1.1％ 約-8％ 

運輸部門 3,420 kg-CO２/台/年（H14） 3,072 kg-CO２/台/年 -10.2％ 約-13％ 

温室効果ガス 

総排出量 
6,122 万トン -CO２/年（H2） 5,981 万トン -CO２/年 -1.3％  

※国の京都議定書目標達成計画の目標年度を達成年度とした 

 

○課題 

地域の防災拠点や災害時に地域住民の生活に不可欠な機能を維持することが必要な施設において、再生可能エネルギー等の導入率は８．０％程度となってい

ることから、本基金を活用し、平成２７年度末までに１２．５％までに引き上げ、災害に強い自立・分散型エネルギーシステムの構築を目指します。 
特に、自然災害発生時に停電の可能性が高い孤立可能性がある避難施設に限ると、再生可能エネルギー等の導入率は３．１％に留まっており、これらの施設

へ再生可能エネルギー等設備の導入や必要となる資機材の整備を進め、防災機能の強化を図る必要があります。 
 
〇成果目標・成果指標 

現状分析や課題を踏まえ、本県では成果指標として下記の４項目を設定します。 
 ①導入した再生可能エネルギーによる発電量 

  （目標） １３１．０万ｋＷｈ 
 ②防災拠点における再生可能エネルギーの普及率 

  （現状） １９９施設： ８．０％ → （目標） ３１０施設： １２．５％ 
  うち、孤立可能性のある集落等における避難施設 
  （現状）   ８施設： ３．１％ → （目標）  ３８施設： １４．８％ 
 ③二酸化炭素排出削減量 

  （目標） ６５９ｔ－ＣＯ２ 
 ④県内への再生可能エネルギー累積導入量 

  （現状） ３５０，０５５ｋＷ（平成２３年度末） → （目標） ５１９，０００ｋＷ（平成２７年度末） 
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○基金事業計画 

・基本方針 

平成２４年７月に発生した梅雨前線豪雨災害を踏まえて、本基金を活用して、自然災害発生時に孤立可能性がある避難施設を中心に太陽光発電や風力発電等

の再生可能エネルギー設備を導入し、災害発生初期に最低限必要な機能を確保します。 
また、自然災害、原子力災害発生時に市町村域を越えて地域住民の避難を受け入れる避難施設、エネルギー確保の観点から優先的に整備すべき防災拠点、民

間施設においても、それぞれの機能に応じた整備を行います。 
 
・事業の選定方法、監理体制 

基金事業の実施にあたっては、事業の立案段階から実施後の評価までの一連のプロセスにおいて、効率性や透明性が適切に検証できる仕組みの構築が必要で

あることから、外部有識者から構成する評価委員会を設置し、事業対象施設・設備、事業計画等の妥当性について評価・助言をしていただき、評価委員会の意

見を踏まえて事業を実施します。 
 
・市町村との調整状況、資金の配分計画 

市町村が事業実施主体になる事業については、平成２５年７月に本基金にかかる事業要望を取りまとめたところです。今後、外部有識者から構成する評価委

員会を開催し、公共施設の選定案に関して評価・助言をいただき、補助対象施設を決定の上、各市町村へ事業費の交付を行います。 
 
・評価委員会 

  設置期間：平成２５年８月～平成２８年３月 
  所掌事項：基金事業の計画、基金事業の実績、対象施設の選定案について評価を行います。 
  開催時期：事業計画・事業報告の提出時期、及び対象施設の選定を行う際に開催します。（年３回程度開催） 
  委員構成：エネルギー、防災、地球温暖化対策、地域づくりの分野からなる外部有識者５名で構成します。 
 
・各事業メニューの概要 

①地域資源活用詳細調査事業 

 本事業メニューにおいては、①評価委員会の開催、②その他基金事業の執行にあたって必要な経費の執行を行います。 
 
②公共施設再生可能エネルギー等導入事業 

 本事業メニューにおいては、県有施設及び市町村施設における再生可能エネルギー等の導入を行います。 
【県有施設】 

防災拠点のうち、自家発電設備の備わっていない施設に対して再生可能エネルギー等設備を導入し、県全体での防災力強化に努めていきます。 

また、平成２４年７月に発生した梅雨前線豪雨を踏まえ、県有施設等を市町村の避難所として積極的に利用していただくこととしており、県立学校や職員研

修所など１４２の県有施設を対象に、市町村との協定締結を進めています。これら市町村と協定を締結した施設を対象に、再生可能エネルギー設備と蓄電池の

導入を行い、災害に強いまちづくりを進めていきます。 

 

・エネルギー確保の観点から優先的に整備すべき防災拠点（県土整備事務所等） 

・市町村との協定に基づく避難施設等（学校、社会福祉施設等） 
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【市町村施設】 

市町村施設については、孤立可能性がある集落に存する避難施設、土砂災害の危険性のある地域の避難施設、浸水被害の危険性の高い地域の避難施設など、

災害発生時に孤立可能性のある集落等における避難施設（※注）に優先して再生可能エネルギー等設備を導入し、災害発生初期に最低限必要な機能を保ちます。

特に、うきは市では、平成２４年７月の豪雨災害において実際に孤立した地区にある公民館を対象に、太陽光発電設備と蓄電池の導入を予定しています。 
また、それぞれの市町村において災害時の拠点となる施設や、市町村域を越えて住民の避難を受け入れる可能性のある施設に対しても、それぞれの機能に応

じた整備を行っていきます。 
孤立可能性のある集落等における避難施設のうち、基金事業の対象とできない施設については、必要に応じて、本県単独事業で実施する市町村避難体制整備

支援事業を活用して避難用資機材の整備支援を行い、災害発生初期に最低限必要な機能を確保します。 
※注：内閣府の「中山間地等の集落散在地域における孤立集落発生の可能性に関する状況調査」において、孤立可能性がある集落に存する避難施設 

土砂災害及び浸水被害の危険性がある地域において、避難所における安全性の確保に関する点検の結果に基づき、避難体制を見直し、整備する避難所  

 
 ・孤立可能性のある集落等における避難施設 
 ・市町村域を越えて避難を受け入れる避難施設 
 ・エネルギー確保の観点から優先的に整備すべき防災拠点 
 ・その他の避難施設（福祉避難所を含む） 

 
③民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業 

 本県では、県内６０市町村の全てで、大規模災害発生時に手厚いケアが必要な高齢者や障害者を受け入れる福祉避難所の指定がされており、その数は合計３

７０施設に及びます。これらの中には特別養護老人ホームなどの民間施設が含まれていることから、市町村の福祉避難所や指定避難所として位置づけられてい

る施設や、災害発生時の防災拠点として市町村の防災機能を補完すると位置づけられた施設を対象に、公募により補助事業者を決定します。 
 福祉避難所への導入にあたっては、電気と温水を同時に供給でき、本県の重点施策の１つである、燃料電池の活用を検討します。 
事業者の選定にあたっては、地域の災害リスクやモデル性を重視するとともに、地域防災力強化の観点から、地元市町村の意見を徴して参考とします。 

 
 （補助対象事業者） 市町村の福祉避難所や指定避難所として位置づけられている民間施設 
           災害発生時の防災拠点として市町村の防災機能を補完すると位置づけられた民間施設 
 （補助対象内容 ） 太陽光発電設備や風力発電設備等の再生可能エネルギーと蓄電池の導入に対して、事業費の１／３（上限設定あり）を補助します。 
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○実施体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防災危機管理局 エネルギー政策室

福岡県

＜温暖化対策担当部局＞

環境部 環境保全課

＜防災担当部局＞

防災企画課

消防防災指導課

＜庁内関係課＞

エネルギー施策

庁内連絡調整会議

＜基金管理担当＞

環境部 環境政策課

＜基金事業統括責任者＞

企画・地域振興部長

評価委員会
（外部有識者）

エネルギー

防災

地球温暖化

地域づくり

＜基金事業実施責任者＞

エネルギー政策室長

全体調整

エネルギー政策室 企画監

＜担当１＞

公共施設

民間施設

＜担当２＞

制度設計

進捗管理

庁内調整・執行管理

エネルギー政策室 総括調整班長
連携

連携
連携

監
督

審査

評価

＜担当３＞

庁内調整

防災関係事業の実施
環境関連事業の実施

連携
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計画の成果目標 
〇成果指標及び設定の考え方 

導入した再生可能エネルギー等による発電量・防災拠点における再生可能エネルギーの普及率・二酸化炭素削減効果を定量的な指標として定めます。上記成

果指標を踏まえ、特に、自然災害発生時に孤立可能性のある集落等における避難施設への再生可能エネルギーの導入率を、今後の３年間で１４．８％までに高

めることを目標とします。 
 
〇成果目標 

福岡県総合計画において、県内への再生可能エネルギー累積導入量（設備容量）を平成２８年度までに５８万ｋＷに拡大することを目標としており、本基金

事業により県内の防災拠点や避難施設に再生可能エネルギー等の導入を推進することにより、目標の早期実現を目指し、県内における再生可能エネルギー導入

の機運をさらに高めていきます。 
 
〇目標達成に向けたロードマップ 

 本基金事業は、災害発生初期に最低限必要な機能を確保することを目的としていることから、できる限り前倒しで事業を実施します。 
 
〇事業実施後の評価の方法 

各年度における達成率を測定して評価します。 
 

 

項目 H25 

H26 H27 

合計 H28 前年度設

置に係る分

当該年度設

置に係る分 
合計 

前年度以前設

置に係る分 

当該年度設

置に係る分 
合計 

導入した再生可能エネルギ

ー等による発電量 （ｋWｈ） 
   0 268,056 285,124 553,180 1,066,429 93,005 1,159,434 1,712,614

1,310,099 

（年間発電量） 

防災拠点における再生可能

エネルギーの普及率 （％） 
8.9％ 11.7％ 12.5％ 12.5％  

うち孤立可能性集落 4.3％ 10.2％ 14.8％ 14.8％  

二酸化炭素削減効果 

 （ｔ－CO2) 
     0 135 143 278 536 47 583 861

659 

（年間削減量） 

県内への再生可能エネルギ

ー累積導入量 （kW） 
 417,000 465,000 519,000 519,000 580,000 

 



（事業計画の概要）

　○再生可能エネルギー等設備の導入容量の考え方

　施設規模に応じた再生可能エネルギー等設備の導入容量と導入費用について、以下のとおり基準を示し、適正規模の設備導入を行っていきます。

　・太陽光発電設備については、ＮＥＤＯの「太陽光発電技術開発動向等の調査」（Ｈ２４．３）の結果を参考に設定しました。

　・蓄電池単価は、業者見積を参考に設定しています。

　○価格根拠の収集、分析方法

　あわせて、外部有識者から構成する評価委員会の意見を参考にしながら、実勢価格を踏まえた事業実施を行っていきます。

価格根拠、導入容量の考え方

再生可能エネルギー等導入推進基金事業計画書（全体計画書）

計画の名称 福岡県再生可能エネルギー等導入推進基金事業計画

避難施設の規模 導入する設備容量

避難施設（小規模） 太陽光５ｋＷ＋蓄電池５ｋＷｈ程度

避難施設（中規模） 太陽光１０ｋＷ＋蓄電池１０ｋＷｈ程度

　来年度以降の導入単価については、複数業者からの見積を徴したり、再生可能エネルギー固定価格買取制度に関する調達価格等算定委員会おける意見を参考にしながら、実勢価格の把握に努めます。

避難施設（大規模） 太陽光１５ｋＷ＋蓄電池１５ｋＷｈ程度

防災拠点 太陽光１５ｋＷ＋蓄電池１５ｋＷｈ程度
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